
 1 / 2 

｢みやぎ子ども・子育て幸福計画（令和２年度～令和６年度）｣の 

新たな指標及び項目について 
 

■ 新たな指標 

現行： 指標４「不登校児童生徒の在籍者比率」 

 

 

新案： 指標４「不登校児童生徒のうち学習支援を受けている児童生徒の割合」 

 

■ 新たな項目の追加（２項目） 

・施策１ 社会全体で子ども・子育てが大切にされる環境づくり 

 

 

 現状と課題  

◆ 子ども子育て支援に関し，県民が必要な情報を適時かつ適切に得，理解を深めることが

できるよう，より効果的な情報発信が求められています。 

 基本的方向性  

◆ ＳＮＳや専用サイトを活用しながら，子ども子育て支援情報を適切に配信していきます。 

◆ 市町村や子ども子育て支援を行うさまざまな団体と連携を図り，効果的な広報活動を行

います。 

【推進する主な事業】 

事業名 実施主体 事業内容 

子育て県民運動推進事業 

<子育て社会推進課> 

県 子育て支援情報サイト「みやぎっこ広場」を活用し，

県民が子育て支援に関し必要な情報を発信します。 

宮城県少子化対策市町村

交付金事業 

<子育て社会推進課> 

県 

市町村 

市町村が取組む妊娠・出産・子育てに関する相談体制

及び情報発信の充実・強化について，県が優良事例の横

展開を図り，事業費の一部を補助します。 

基本的生活習慣定着促進

事業 

<義務教育課> 

県 未就学児や児童生徒の基本的生活習慣の定着促進を図る

ため，リーフレットの配付や「ルルブルエコチャレンジ」

の実施，ＳＮＳ等による普及・啓発活動を展開していま

す。 

いじめ対策・不登校支援等

推進事業 

＜義務教育課＞ 

県 いじめや学校に行けないことに悩む，児童生徒や保護

者の支援のために，県内２カ所の教育事務所に設置され

ている，教育職・心理職・福祉職で構成された「児童生徒

の心のサポート班」による相談・支援のリーフレットを

作成・配付し，その周知を図ります。 

また，「教育機会確保法」を解説するリーフレットを作

成し，基本理念の理解の周知を図ります。 

みやぎ子どもの心のケア

ハウス運営支援事業 

＜義務教育課＞ 

県 

市町村 

学校に行けない児童生徒に対して，学校以外の学びの

場の確保のため，ケアハウスを 33 市町村に設置してい

ます。ケアハウスについて，県及び市町村では，相談や支

援をお知らせするリーフレット等を作成・配付します。 

資料 2-2 

新設 
(５)  子ども・子育て支援に関する理解を深めるための広報 

◎教育機会確保法の観点から，在籍者比率の減少よ

りも支援の充実を目指すために指標を修正 

R2現状値 小学校75.8％ 中学校79.2％ 

R6目標値 小学校90.0％ 中学校94.0％ 
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・施策３ 子どもの成長を支える教育の推進 

 

 

 現状と課題  

◆学校に登校していない子どもたちの支援については，学校内外に多様な学びの場が設けら

れているものの，社会的自立に向けた教育環境のさらなる充実が求められています。 

◆学校に登校していない子どもたちには，それぞれの背景や理由，多様な生活や学びの実態

があるため，適切な支援ができる人材の育成や，保護者等が相談できる体制のさらなる充実

が求められています。 

 基本的方向性  

◆宮城の子どもたちにとっての教育機会の確保に向けた取組の一層の推進を図ります。 

◆学校に登校していない子どもやその保護者が学校外でも相談でき，「どこにいても，誰か

とつながっている」体制の充実を図ります。 

◆学校に登校していない子どもやその保護者の支援に関わる人材を育成します。 

【推進する主な事業】 

事業名 実施主体 事業内容 

いじめ対策・不登校支

援等推進事業 

<義務教育課> 

県 いじめ等の課題の改善や登校に困難を感じている子ど

もへの支援のため，スクールソーシャルワーカーを市町

村に，心のケア支援員を学校に配置します。また，各教育

事務所に設置している不登校支援地域ネットワークセン

ターを中核として関係機関が連携し，学校に登校してい

ない子どもたちやその保護者を支援します。 

教育相談充実事業 

<義務教育課> 

県 児童生徒の心のケア，教職員・保護者等への助言や援

助，学校教育活動の支援等，さまざまな課題に対応する

ため，スクールカウンセラー等の派遣を行います。また，

スクールカウンセラー等が適切な支援を行えるよう，研

修の充実を図ります。 

みやぎ子どもの心のケ

アハウス運営支援事業 

<義務教育課> 

県 

市町村 

学校生活に困難を抱えるようになった児童生徒の社会

的自立に向けた支援や学習支援，心のケア等を行う，み

やぎ子どもの心のケアハウスを設置する市町村に対し，

運営費の一部を補助します。 

体験等を通じた青少年

自立支援事業 

<生涯学習課> 

県 不登校等の課題のある小中学生を対象に，スタッフや

参加者同士による交流を通して人と関わろうとする意欲

を高める 4 泊 5 日の自然体験活動を行います。 

 

新設 (２) 学校に登校していない子どもとその保護者への支援 


